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い
き
い
き
と
安
心
・
安
全
に
暮
ら
し
続
け
た
い

　　
年
代
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
そ
う
望
み
ま
す
。

　
で
は
、
危
険
が
な
く
、
心
安
ら
ぐ
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
を
つ
く
る

の
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　
行
政
が
主
導
す
る
だ
け
で
は
、
真
の
安
心
・
安
全
は
実
現
で
き
ま

せ
ん
。

　
市
・
警
察
・
消
防
な
ど
の
行
政
機
関
と
医
療
機
関
、
そ
し
て
こ
の

松
原
市
で
暮
ら
す
市
民
の
皆
さ
ん
が
連
携
し
、
地
域
が
抱
え
る
課
題

は
何
か
、
ど
う
す
れ
ば
よ
り
安
心
・
安
全
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

の
か
を
自
ら
考
え
、
行
動
し
て
い
く
こ
と
が
一
番
の
近
道
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。

　　
そ
こ
で
私
た
ち
が
、
行
き
着
い
た
答
え
…
…

　
そ
れ
が『
セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
』で
す

セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
？

　
け
が
を
引
き
起
こ
す
事
故
な
ど
は
予
防

　
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
事
故
や
け

が
な
ど
は
、偶
然
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
、

「
予
防
で
き
る
」と
い
う
理
念
の
も
と
、
事

故
や
犯
罪
な
ど
の
デ
ー
タ
を
科
学
的
に
検

証
す
る
こ
と
で
地
域
に
潜
む
危
険
性
を
明

ら
か
に
し
、
住
民
ら
で
作
る
協
議
会
が
主

体
と
な
っ
て
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

に
向
け
た
対
策
を
講
じ
、
予
防
に
つ
な
げ

る
も
の
で
、
行
政
を
は
じ
め
、
学
校
、
医

療
機
関
、
町
会
や
自
治
会
、
家
庭
な
ど
が

連
携
・
協
働
し
て
、
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
を
大
切
に
し
た
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
取
り
組
み
で
す
。

　
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、「
転
ば
ぬ
先
の

杖
」
と
い
っ
た
も
の
で
、
け
が
や
事
故
の

原
因
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら

が
起
こ
る
前
に
防
い
で
い
こ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

　
「
安
全
な
地
域
」と
直
訳
で
き
る
こ
の
活

動
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
始
ま
り
、
一
定

の
基
準（
３
ペ
ー
ジ
参
照
）を
満
た
し
た
地

域
に
対
し
て
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ（
世
界
保
健
機
関
）

セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
働
セ
ン
タ
ー
が

認
証
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
世
界
で
２
４
７
の
地
域
（
平
成

23
年
６
月
１
日
現
在
）
が
認
証
を
受
け
て

お
り
、
日
本
で
は
平
成
20
年
に
京
都
府
亀

岡
市
が
初
め
て
認
証
を
受
け
ま
し
た
。　

　
大
阪
府
内
で
は
松
原
市
が
初
め
て
取
得

を
目
指
し
て
活
動
し
ま
す
。 　正式にセーフコミュニティ取り組み

のメンバーとして認められ、ＷＨＯ
協働センターのホームページ（http://
www.phs.k i .se/csp/who_safe_
communities_network_en.htm）に登
録されました。

学　校

団　体

企　業
病　院

消　防

警　察

行　政
町内会

連携･協働による
地域活動の活性化

外傷データ分析による
予防活動の改善

原因分析し、予防
プログラムを作成

予防プログラムの
実行

予防プログラムの
改善

効果検証し、達成
度の評価

こ
れ
ま
で
よ
り
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ

し
た
安
心
・
安
全
活
動

な
ぜ
セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
の
？

　
安
心
・
安
全
な
ま
ち
で
暮
ら
し
た
い
と

　
思
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
の
願
い

　
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
認
証
を
取
得
す
る
こ
と
で
、

松
原
市
が
取
り
組
む
安
心
・
安
全
の
レ
ベ

ル
が
、
世
界
基
準
に
基
づ
い
て
評
価
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、認
証
を
取
得
す
る
こ
と
は
、

ま
ち
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ
な
が

り
、
世
界
中
の
人
々
に
新
た
な
居
住
地
を

考
え
る
際
な
ど
の
判
断
基
準
と
し
て
示
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

認証を取得するための6指標
①分野を越えた協働を推進する組織を設置していること
②全ての性別・年齢・環境・状況を対象として、長期にわたる継続的な予
防活動を実施していること
③けがを起こしやすい年齢層や地域などと環境に焦点を当てたハイリスク
グループを対象とした予防活動を実施していること
④傷害の頻度と原因を継続的に記録する仕組みを持っていること
⑤予防活動の効果・影響を測定・評価するための仕組みを持っていること
⑥国内・国際的な「セーフコミュニティ」のネットワークに継続的に市とし
て参加すること

こ
れ
ま
で
の
活
動
と
は
違
う
の
？

　
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
一
つ
の
目
的

　
に
向
か
っ
て
結
集

　
市
で
は
、「
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
」や

「
介
護
予
防
教
室
」、
消
防
本
部
や
消
防
団

に
よ
る「
夜
間
パ
ト
ロ
ー
ル
」、
ま
た
地
域

の
協
力
を
得
な
が
ら
、「
子
ど
も
の
安
全
見

守
り
隊
」
活
動
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
安
全
の

た
め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
た
く
さ
ん
の
安
全
活
動
が
あ
る
の
に
、

な
ぜ
セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が
必

要
な
の
？
」
と
い
う
疑
問
も
で
て
く
る
で

し
ょ
う
。

　
セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
今
の
活
動

や
事
業
を
や
め
、
新
た
な
活
動
を
始
め
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
よ
り
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が

で
き
る
ま
ち
を
つ
く
る
と
い
う
一
つ
の
目

的
に
向
か
っ
て
、
こ
れ
ま
で
皆
さ
ん
が

行
っ
て
き
た
地
域
活
動
や
事
業
を
連
携
さ

せ
、
そ
れ
ら
に
科
学
的
分
析
に
よ
る
予
防

活
動
を
取
り
入
れ
、
効
果
的
で
持
続
的
な

活
動
を
行
っ
て
い
く
取
り
組
み
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
、
一
過
性
の
も

の
で
は
一
時
的
な
効
果
し
か
も
た
ら
し
ま

せ
ん
。
効
果
的
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
の

か
、内
容
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
な
ど
、

評
価
す
る
仕
組
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
評
価
し
、
改
善
が
必
要
で
あ
れ
ば

そ
れ
を
実
行
し
て
い
く
仕
組
み
も
必
要
と

な
り
ま
す
。

このような活動もすべて「セーフコミュニティ活動」です

松
原
市
は
世
界
基
準（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
推
奨
）

の
安
心
・
安
全
な
ま
ち
を

目
指
し
ま
す

特　集　セーフコミュニティ
松原市は世界基準（WHO推奨）
の安心・安全なまちを
目指します

青色防犯パトロール

　子どもたちの下校時間などに
合わせて青色灯を装着した公用
車で市内を巡回しています。

子どもの安全見守り隊

　PTAや老人会など地域の人
たちにより、市内すべての小
学校で結成されています。

介護予防教室

　高齢者向けに体操やトレー
ニング機器を使用しながら体
育館などで実施しています。

消防車による夜間パトロール

　放火防止や危険個所の調査
を目的に毎月20日に実施して
います。
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セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は

「
い
の
ち
」を
守
る
取
り
組
み 

　
私
た
ち
の
安
心
・
安
全
な
暮
ら
し
の

　
脅
威
と
な
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
対
象

●
事
故
の
防
止

交
通
事
故
、
転
倒
・
転
落
、
溺
水
、
不
慮

の
窒
息
・
中
毒
、
火
災
な
ど

●
犯
罪
・
暴
力
の
防
止

他
殺
、
傷
害
、
薬
物・ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、

児
童
・
高
齢
者
虐
待
、
Ｄ
Ｖ
な
ど

●
そ
の
他

自
殺
、
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
（
Ｐ
Ｔ
Ｓ

Ｄ
）、
心
的
外
傷
（
ト
ラ
ウ
マ
）、
災
害
な

ど
　
年
齢
層
や
環
境
ご
と
で
事
件
や
事
故
の

起
こ
り
や
す
い
要
因
を
調
べ
、
対
策
を
施

す
こ
と
が
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
に

つ
な
が
り
ま
す
。

こ
ん
な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す

　
地
域
が
主
体
と
な
る
こ
と
で
、
人
と

　
人
と
の
信
頼
や
絆
が
回
復

　
　
　
　
　

①
地
域
の
安
全
が
向
上
し
ま
す

　
同
じ
場
所
で
、
同
じ
よ

う
に
け
が
を
す
る
、
ま
た

事
故
が
起
こ
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
ほ
と
ん
ど
の
事
象
は
偶
然
起
こ
る
の

で
は
な
く
、必
ず
何
か
原
因
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
原
因
を
把
握
し
、
対
策
を
施
す
こ
と

で
未
然
に
事
故
そ
の
も
の
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
先
進
地
で
あ

る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
で
は
、
こ
の
取
り

組
み
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
外
傷
や
事

故
が
約
30
％
も
減
少
し
て
い
ま
す
。

②
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
の
き
っ
か
け

に
な
り
ま
す　

　
地
域
の
こ
と
は
そ
こ
で

暮
ら
す
人
々
が
一
番
よ
く

把
握
し
て
い
ま
す
。「
み
ん

な
が
事
故
に
も
遭
わ
ず
、

犯
罪
に
も
巻
き
込
ま
れ
ず
に
、
安
心
し
て

暮
ら
し
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の

か
」
を
、
地
域
住
民
が
考
え
、
力
を
合
わ

せ
て
そ
の
原
因
を
取
り
除
い
て
い
く
。

　
こ
の
過
程
を
経
る
こ
と
で
、
人
と
人
と

が
お
互
い
に
信
頼
し
あ
え
る
地
域
を
再
生

し
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ

く
り
が
行
え
る
の
で
す
。

③
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
り

ま
す　

　
心
の
通
う
安
心
・
安
全

な
ま
ち
づ
く
り
が
進
む
と
、

地
域
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

が
図
ら
れ
ま
す
。
松
原
市

に
住
み
た
い
と
望
む
人
々
が
き
っ
と
増
え

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
一
人
ひ
と
り

が
主
体
と
な
っ
て
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

こ
と
で
、
私
た
ち
の
ま
ち
を「
自
分
た
ち
の

誇
り
」に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
医
療
費
な
ど
社
会
保
障
費
の
削
減
に
効

果
が
あ
り
ま
す　

　
社
会
の
高
齢
化
に
伴
い

社
会
保
障
費
は
、
年
々
増

加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

ま
す
。
外
傷
や
事
故
な
ど

を
未
然
に
防
ぐ
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と

に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
必
要
と
さ
れ
た
医
療

費
や
介
護
費
用
を
削
減
で
き
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
削
減
し
た
分
は
、
別
の
事
業
の

財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

最
後
に

　
数
字
と
し
て
目
に
見
え
る
効
果
を
ど
こ
ま
で
出
せ
る
の
か
は
ま
だ

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
安
心
・
安
全
度
の
向
上
や
、
地
域
の
再
生
、
地

域
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
目
に
見
え
な
い
効
果
と
し
て

必
ず
実
感
で
き
る
は
ず
で
す
。

　
セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
取
り
組
み
、
こ
れ
か
ら
育
っ
て
い
く
子

ど
も
た
ち
へ
、
さ
ら
に
そ
の
孫
ま
で
安
心
・
安
全
な
ま
ち
を
残
し
て

い
く
こ
と
、
そ
れ
が
私
た
ち
が
現
在
抱
い
て
い
る
願
い
で
す
。

　　
自
分
自
身
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
少
し
だ
け
周
り

に
目
を
向
け
て
く
だ
さ
い
。
少
し
だ
け
手
を
伸
ば
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
が
強
い
絆
を
育
ん
で
い
く
芽
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん
は
、
ど
ん
な
ま
ち
で
暮
ら
し
た
い

で
す
か
。

問
合
せ　
市
民
安
全
課
セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
係（
☎
３
３
７・３
１
５
１
） 定例記者会見でセーフコミュニティの取り組

み宣言をする澤井宏文市長（5月31日）

松原市は世界基準（WHO推奨）
の安心・安全なまちを
目指します
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ニ
ュ
ー
ス

松
　
原

健
　
康

税
安
　
全

保
険
年
金

人
　
権

環
　
境

健
康
の

ひ
ろ
ば

子
育
て
の

ペ
ー
ジ

歴
　
史

ウ
ォ
ー
ク

催
　
し

ぼ
っ
く
す

講
　
座

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

み
ん
な

の
広
場

イ
ベ
ン
ト

ガ
イ
ド

情
　
報

ひ
ろ
ば

子
育
て

消
費
生
活

福
　
祉

各
種
相
談

相
　
談

そ
の
他

素
敵
に

生
き
よ
う

南河内ジャズフェスティバル2010

ラテンジャズライブin松原

ウクレレ＆ギター・デュオ

フラリ-パッドのふらり～おいでよ～

古文書講座

江戸時代編後期

第2回アート・クラフトマーケットin松原

財政事情

戦国時代編

平成21年度予算執行状況

中世編 予算執行状況

収入済額
予 算 額

そ　の　他

市　　　債

地方消費税
交 付 金

国庫支出金

市　　　税 13,878,433
13,551,120

8,532,609
7,475,300

4,843,700

3,010,061
1,963,554

1,063,000
1,111,791

418,630

　563,012
433,008

1,076,647
891,121

歳入 41,862,126
37,002,160

府 支 出 金
2,775,600

（単位：千円）

諸　収　入

使用料及び
手　数　料

地方交付税 8,023,678
8,023,678

分担金及び
負　担　金

452,356
464,911 予 算 額 市民一人当たり332,844円

市民一人当たり294,203円収入済額
312,077

支出済額
予 算 額

そ　の　他

消　防　費

議　会　費

産業経済費

土　木　費

公　債　費

教　育　費

衛　生　費

民　生　費

　　41,862,126
　　　35,618,091

18,568,836
16,853,649

3,742,332
3,036,560

4,309,943

3,424,697

4,696,562
3,961,204

4,115,553
4,225,797

342,823
228,256
985,576
885,514

316,967
307,233

86,573
0

歳出
（単位：千円）

支出済額
予 算 額 市民一人当たり332,844円

市民一人当たり 283,198円

総　務　費 4,696,961
2,695,181

▼市民の負担状況
 収入済額     市民一人　  一世帯
  （千円）      当たり（円）   当たり（円）区　分

市民税               5,926,343      47,120      109,048
固定資産税         5,579,464      44,362      102,666
軽自動車税            117,402          933          2,160
市たばこ税            685,672        5,452        12,617
特別土地保有税                0               0                0
入湯税                        596               5               11
都市計画税         1,241,643        9,872        22,847

▼市債残高
現 在 高　　　市民一人
 （千円）　　　 当たり（円）会 計 名

一般会計                    36,582,901       290,869
下水道事業特別会計     53,810,995       427,849
介護保険特別会計              23,681              188

▼特別会計予算執行状況 （単位：千円）

国民健康保険     19,126,319   13,581,890   17,532,169
下水道事業　　　 8,279,200     4,813,675    7,471,912
老人保健                    7,766            5,702           2,425
介護保険　　　　 8,285,253     7,426,250    7,234,765
後期高齢者医療　 1,222,184     1,074,666       949,054
財産区　　　　　 1,553,430     1,552,843         31,495

      会計区分           予算額         収入済額       支出済額

　合　　計        38,474,152   28,455,026   33,221,820
▼市の主な財産

　名　称　　  土　地　　　  建　物
道　路    1,040,917㎡　　　—
学　校       359,762㎡   170,324㎡
公　園       108,575㎡         186㎡
水　道         21,748㎡       3,077㎡
その他       316,699㎡   125,202㎡

◆『
日
本
一
明
る
い
ま
ち
　
松
原
』の

実
現
に
向
け
て

　
誰
も
が
健
康
で
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る

よ
う
30
歳
以
上
を
対
象
に
実
施
し
て
い
る

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
に
よ
る
乳
が
ん
検
診
に

20
歳
代
の
エ
コ
ー
検
診
を
追
加
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
子
宮
頸
が
ん
、
小
児
ヒ
ブ
ワ

ク
チ
ン
の
予
防
接
種
費
用
助
成
に
も
い
ち

早
く
取
り
組
み
、
小
児
肺
炎
球
菌
予
防
接

種
の
助
成
を
行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
安
心
し
て
出
産
し
子
育
て
が
で

き
る
よ
う
、
妊
婦
検
診
の
助
成
を
充
実
す

る
と
と
も
に
市
内
の
全
市
立
幼
稚
園
に
お

い
て
保
育
時
間
終
了
後
の
預
か
り
保
育
を

実
施
す
る
な
ど
、
子
育
て
し
や
す
い
環
境

の
充
実
に
努
め
ま
し
た
。

　
順
次
進
め
て
い
ま
し
た
小
中
学
校
耐
震

補
強
工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
22
年

度
に
全
小
中
学
校
に
お
い
て
耐
震
補
強
工

事
が
完
了
し
ま
し
た
。
災
害
時
の
非
常
用

電
力
と
し
て
活
用
で
き
る
太
陽
光
発
電
の

整
備
を
小
学
校
８
校
、
中
学
校
３
校
で
完

了
し
、
残
る
小
学
校
７
校
、
中
学
校
４
校

の
設
計
を
進
め
ま
し
た
。
専
門
的
知
識
と

豊
か
な
教
職
経
験
を
持
つ
優
秀
な
人
材
を

活
用
し
、
児
童
・
生
徒
の
学
力
向
上
な
ら

び
に
教
職
員
の
資
質
向
上
の
た
め
市
立
小

中
学
校
に
教
育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
配
置
し

ま
し
た
。

　
産
学
官
の
連
携
を
図
り
、「
ま
つ
ば
ら
ブ

ラ
ン
ド
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
、
地
産
地

消
を
普
及
促
進
す
る
た
め
農
商
工
が
連
携

し
て
、
松
原
市
の
食
品
や
農
畜
産
物
を
紹

介
お
よ
び
販
売
す
る「
食
」を
テ
ー
マ
に
し

た「
ま
つ
ば
ら
マ
ル
シ
ェ
」を
開
催
し
ま
し

た
。

◆
健
全
な
財
政
の
取
り
組
み
を
促
進

　
本
市
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
近
年
の
景

気
の
悪
化
に
伴
う
生
活
保
護
費
を
は
じ
め

と
す
る
社
会
保
障
関
係
経
費
の
増
加
や
市

民
所
得
の
低
下
な
ど
に
よ
る
市
税
収
入
の

減
少
な
ど
、
一
層
厳
し
い
財
政
運
営
が
続

く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
健
全
な
財
政
へ
の
取
り
組
み
を
促
進
す

る
た
め
、
市
内
２
カ
所
の
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
を
統
合
し
、
効
率
的
な
運
営
を
図
る

な
ど
、
諸
経
費
の
抑
制
と
行
政
の
ス
リ
ム

化
を
推
進
し
ま
す
。

　
『
日
本
一
明
る
い
ま
ち　
松
原
』
の
実
現

の
た
め
、
真
に
必
要
な
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
行
い
な
が
ら
健
全
財
政
の
堅
持
の

た
め
、
よ
り
一
層
の
行
財
政
改
革
に
努
め

て
い
き
ま
す
。

▼
問
合
せ　
財
政
課

　
平
成
22
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
８
６
億
１
千
万

円
の
規
模
で
編
成
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
新
た
に
発
生
し
た
行
政
需
要
に
対
応
す
る

た
め
７
回
の
補
正
を
行
い
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
18
億
１
千
３
万
９
千
円
を
追
加
し
、

４
０
４
億
２
千
３
万
９
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
22
年
度
は
、「
自
主
性
と
自
立

性
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」「
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
」「
市
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」

「
将
来
を
見
据
え
た
ま
ち
づ
く
り
」の
４
つ
の｢

ま
ち
づ
く
り｣

を
重
点
課
題
と
し
、
市

民
が
安
全
に
、
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
の
施
策
を
実
施
し
ま
し
た
。

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
　　　　　　　　　　市役所代表　☎334−1550

【平成23年3月31日現在】
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保険年金課（保険係）　☎337−3123

◎国民健康保険料の決め方◎
　国民健康保険料は、1年間に要する医療費全
体の見込み額に対し、国・府・松原市の負担
分を除いた残り分を被保険者の皆さんの保険
料で賄っています。
　国民健康保険料は各世帯に割り当てられ、
図のとおり「所得割」「均等割」「平等割」の3つか
らなっています。

　また、保険料は、基礎分(医療保険分)・後期
高齢者支援金分・介護保険分を足した金額と
なります(介護保険分は40歳から65歳未満の
被保険者のみ)。

国
民
健
康
保
険
料
の

納
入
通
知
書

●所得割：加入者の前年所得に応じて算定
●均等割：加入者数に応じて算定
●平等割：加入世帯数に応じて算定

国・府からの負
担金および市の
一般会計からの
繰入金など

国民健康保険料
所
得
割

均
等
割

平
等
割

＜お支払いいただく保険料＞

〈国民健康保険財政のしくみ〉
年間の総医療費の見込み額

◆
納
入
通
知
書
の
送
付

　
7
月
中
旬
に
平
成
23
年
度
国
民
健
康
保

険
料
の
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
今
回
お
届
け
す
る
本
算
定
納
入
通
知
書

の
保
険
料
は
、
平
成
22
年
中
の
総
所
得
金

額
よ
り
算
定
さ
れ
た
今
年
度
の
確
定
保
険

料
と
な
り
ま
す
。

　
毎
月
の
保
険
料
は
、
本
算
定
に
て
確
定

し
た
年
間
保
険
料
か
ら
前
期
分
（
4
～
6

月)

の
金
額
を
差
し
引
い
た
も
の
を
7
月

か
ら
翌
年
3
月
ま
で
均
等
に
振
り
分
け
て

い
ま
す
。
ま
た
、
40
歳
か
ら
65
歳
未
満
の

人
に
は
、
介
護
保
険
料
も
あ
わ
せ
て
納
め

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）の
人
は
異
な

り
ま
す
の
で
、
納
入
通
知
書
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

＊
納
入
通
知
書
発
送
後
２
週
間
程
度
は
、

保
険
料
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
や
相
談
な

ど
で
窓
口
や
電
話
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◆
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　
現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
ご
加
入
の
70

歳
以
上
75
歳
未
満
の
人
に
交
付
さ
れ
て
い

る
高
齢
受
給
者
証
は
、
７
月
31
日
で
有
効

期
限
が
切
れ
ま
す
。
毎
年
８
月
１
日
に
前

年
中
の
所
得
に
よ
っ
て
負
担
割
合
の
再
判

定
を
行
い
、
平
成
21
年
中
と
平
成
22
年
中

に
所
得
変
動
が
あ
っ
た
人
は
負
担
割
合
が

変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
制
度
改
正
に
よ
り
平
成
24
年
４

月
以
降
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
人
で

現
在
１
割
負
担
の
人
は
、
２
割
負
担
へ
変

更
に
な
る
予
定
で
す
。

　
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
７
月
中
旬
か

ら
下
旬
に
か
け
て
普
通
郵
便
に
て
自
宅
に

送
付
し
ま
す
の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
限
度
額
認
定
証
な
ど
の
更
新

　
現
在
交
付
し
て
い
る
入
院
時
に
必
要
な

「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
」お

よ
び
「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
は
、
７
月
31
日

で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。
８
月
１
日
以

降
に
引
き
続
き
必
要
な
人
は
更
新
お
よ
び

申
請
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
70
歳
以
上
の
人
は
、
平
成
23
年

度
の
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
人
の

み
更
新
お
よ
び
申
請
の
手
続
き
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
定
疾
病
療
養
受
療
証

の
更
新

　
現
在
交
付
し
て
い
る
「
国
民
健
康
保
険

特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」
は
、
７
月
31
日

で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。
す
で
に
受
療

証
を
お
持
ち
の
人
に
関
し
て
は
、
８
月
１

日
に
前
年
中
の
所
得
に
よ
っ
て
自
己
負
担

限
度
額
の
再
判
定
を
行
い
、
７
月
中
旬
か

ら
下
旬
に
か
け
て
送
付
し
ま
す
の
で
、
申

請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
「
国
民
健
康
保
険
特
定
疾
病
療
養
受
療

証
」
と
は
、
高
額
な
治
療
を
長
期
間
継
続

し
て
行
う
必
要
の
あ
る
先
天
性
血
液
凝
固

因
子
障
害
の
一
部
・
人
工
透
析
が
必
要
な

慢
性
腎
不
全
・
血
液
凝
固
因
子
製
剤
の
投

与
に
起
因
す
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
の
人
に
対

し
て
、申
請
に
よ
り
交
付
す
る
も
の
で
す
。

病
院
な
ど
の
窓
口
に
提
示
す
れ
ば
、
自
己

負
担
額
は
1
カ
月
1
万
円
ま
で
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
慢
性
腎
不
全
で
人
工
透
析

が
必
要
な
70
歳
未
満
の
上
位
所
得
者
に
つ

い
て
は
、
自
己
負
担
額
は
1
カ
月
2
万
円

ま
で
で
す
。
新
規
申
請
時
に
は
、
医
師
の

意
見
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
日
ご
ろ
の
健
康
管
理
と
適
切
な
受
診
を

　

高
齢
化
や
医
療
技
術
の
進
歩
な
ど
か

ら
、医
療
費
が
年
々
増
加
し
て
い
る
た
め
、

国
民
健
康
保
険
事
業
の
財
政
は
、
非
常
に

厳
し
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。
医
療
費
が
増

加
す
れ
ば
、
保
険
料
も
引
き
上
げ
ざ
る
を

得
ず
、
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
の
負
担
も

大
き
く
な
り
ま
す
。

　
特
定
健
康
診
査
を
利
用
す
る
な
ど
、
健

康
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
病
気
の
早
期

発
見
・
早
期
治
療
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ　
保
険
年
金
課

7月中旬
 に送付

●
中
学
校
給
食
に
つ
い
て

　
現
在
、
中
学
校
給
食
の
実
施
に
向
け
た
施

設
整
備
な
ど
に
対
し
て
大
阪
府
か
ら
新
し
い

補
助
金
制
度
の
提
案
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
市
の
中
学
生
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な

給
食
の
あ
り
方
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
か

と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
、
補
助
金
を
活
用
し

た
場
合
の
財
政
的
負
担
や
残
菜
量
と
食
育

の
関
係
な
ど
中
学
校
給
食
を
取
り
巻
く
さ

ま
ざ
ま
な
状
況
を
整
理
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

　
教
育
委
員
会
で

は
こ
れ
ら
の
問
題

を
整
理
し
な
が

ら
、
今
後
の
中
学

校
給
食
の
あ
り
方

に
つ
い
て
検
討
を

進
め
て
い
ま
す
。

●
新
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
を
建
設
中

　
現
在
、
新
し
い
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
を
建

設
中
で
す
。
新
給
食
セ
ン
タ
ー
は
最
新
の
衛

生
管
理
の
考
え

方
に
基
づ
い
た

設
計
と
な
っ
て

お
り
、
今
ま
で

以
上
に
安
心
安

全
で
お
い
し
い

給
食
を
子
ど
も

た
ち
に
届
け
る

こ
と
が
で
き
ま

す
。

●
毎
日
の
献
立
づ
く
り

　
毎
日
の
献
立
は
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の

栄
養
士
が
原
案
を
作
成
し
、
保
護
者
代
表
や

学
校
関
係
者
な
ど
で
構
成
す
る
献
立
作
成
委

員
会
で
決
定
さ
れ
ま
す
。

　
献
立
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
栄
養
面
や
衛

生
面
は
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
た
ち
の
好
み
な

ど
に
も
配
慮
し
て
い
る
ほ
か
、
地
場
産
の
食

材
を
活
用
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
な
が
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
食
べ
物
が
給
食
に
登
場
す
る
よ

う
に
心
掛
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
レ
ル
ゲ

ン
が
確
認
で
き
る
よ
う
希
望
す
る
保
護
者
に

は
原
料
配
合
表
を
お
配
り
し
て
い
ま
す
。

　
給
食
の
献
立
は
、
ご
は
ん
が
週
３
回
と
パ

ン
が
週
２
回
、
そ
れ
に
牛
乳
１
本
と
お
か
ず

が
３
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
昭
和
46
年
に
始
ま
っ
た
本
市
の
学
校
給
食

は
、
多
い
と
き
は
１
日

約
１
万
８
千
食
を
調
理

し
て
い
ま
し
た
が
、
児

童
生
徒
数
の
減
少
に
よ

り
現
在
は
１
日
約
８
千

食
と
な
っ
て
い
ま
す
。

●
衛
生
管
理
を
徹
底

　
子
ど
も
た
ち
が
口
に
す
る
学
校
給
食
に

は
、
高
い
安
全
性
と
信
頼
性
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
厳
し
い
衛
生
管
理
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　
市
で
は
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
学
校

給
食
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
文

部
科
学
省
が
定
め
た
学
校
給
食
衛
生
管
理

基
準
を
基
に
食
材
搬
入
か
ら
調
理
済
み
食

品
の
配
送
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
に
合

わ
せ
た
衛
生
管
理
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
給
食
に
か
か
る
費
用

　
給
食
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、
食
材
費

に
つ
い
て
は
保
護
者
の
皆
さ
ん
に
給
食
費

と
し
て
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、

そ
の
他
に
も
施
設
の
管
理
や
調
理
業
務
な

ど
に
も
費
用
が
必
要
で
す
。
そ
れ
ら
を
含
め

る
と
給
食
１
食
あ
た
り
に
か
か
っ
て
い
る

費
用
は
、
５
０
９
円（
平
成
21
年
度
）に
な
り

ま
す（
下
記
参
照
）。

40
周
年
を
迎
え
た
学
校
給
食

　
本
市
の
学
校
給
食
は
、
現
在
は
小
学
校
15
校
と
中
学

校
1
校
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
小
学
校
時
代
に
給
食
の
時
間
が
楽
し
み
だ
っ
た
と
い

う
人
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
松
原

市
の
給
食
が
始
ま
っ
て
40
年
。
学
校
給
食
は
今
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

問
合
せ　
教
育
委
員
会
学
校
給
食
課

●
食
育（
食
に
関
す
る
指
導
）

　
学
校
で
は
、
給
食
の
時
間
を
は
じ
め
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
教
科
・
総
合
的
な
学
習
の
時

間
な
ど
の
中
で
食
べ
物
の
大
切
さ
や
食
べ

物
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る

感
謝
の
気
持
ち
を
育
む
よ
う
な
指
導
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、下
表
の
よ
う
に
、

中
学
校
で
は
給
食
の
食
べ
残
し
の
量
が
小

学
校
よ
り
多
く
、
栄
養
摂
取
面
で
の
課
題
と

と
も
に
、
給
食
指
導
の
あ
り
方
に
も
大
き
な

課
題
が
あ
り
ま
す
。

　
成
長
期
の
子
ど
も
た
ち
が
食
べ
物
に
つ

い
て
の
正
し
い
知
識
を
し
っ
か
り
身
に
つ

け
ら
れ
る
よ
う
、
よ
り
効
果
的
な
食
育
を
進

め
て
い
き
ま
す
。給食事業にかかる費用

約7億6千万円

保護者負担（食材費）
約3億5千万円
46.1％

松原市負担
（調理費・施設維持費など）

約4億1千万円
53.9％

小学1～3年生
小学4～6年生

225円
235円
255円中学生

学　年 金　額

おかず
ごはん
パ　ン
牛　乳

小学校
11.8％
18.6％
5.9％
3.6％

中学校
19.8％
27.6％
12.5％
44.5％

▶現在の給食事業にかかる費用

給食事業にかかる費用
約7億6千万円

保護者負担（食材費）
約3億5千万円
46.1％

松原市負担
（調理費・施設維持費など）

約4億1千万円
53.9％

小学1～3年生
小学4～6年生

225円
235円
255円中学生

学　年 金　額

おかず
ごはん
パ　ン
牛　乳

小学校
11.8％
18.6％
5.9％
3.6％

中学校
19.8％
27.6％
12.5％
44.5％

▶1食あたりの給食費

▶1食あたりの給食に係る費用
　　（小学校高学年の場合）

  235円（保護者負担）＋
    　　　 274円（市負担額） 
　　　　　　　　　＝509円

給食事業にかかる費用
約7億6千万円

保護者負担（食材費）
約3億5千万円
46.1％

松原市負担
（調理費・施設維持費など）

約4億1千万円
53.9％

小学1～3年生
小学4～6年生

225円
235円
255円中学生

学　年 金　額

おかず
ごはん
パ　ン
牛　乳

小学校
11.8％
18.6％
5.9％
3.6％

中学校
19.8％
27.6％
12.5％
44.5％

▶残菜量(平成22年度平均）

完成予定図

松原ニュース

ース

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　　　　　　　　　　　　☎334−1550　
学校給食課（大堀学校給食センター）　☎333−7060　



2011.719

2009.8 2009.819 18

2011.7 182011.719

2009.8 2009.819 18

2011.7 19

ニ
ュ
ー
ス

松
　
原

健
　
康

税
安
　
全

保
険
年
金

人
　
権

環
　
境

健
康
の

ひ
ろ
ば

子
育
て
の

ペ
ー
ジ

歴
　
史

ウ
ォ
ー
ク

催
　
し

ぼ
っ
く
す

講
　
座

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

地
域
交
流

み
ん
な

の
広
場

イ
ベ
ン
ト

ガ
イ
ド

情
　
報

ひ
ろ
ば

子
育
て

消
費
生
活

福
　
祉

各
種
相
談

相
　
談

そ
の
他

素
敵
に

生
き
よ
う

松原ニュース

ース

松原ニュース

ース

  みんなで支え合う介護保険　— 平成21年度の利用状況 —　
　◇介護保険制度は、利用の見込まれる給付額全体に対し、半分

（50％）を国、府、松原市が負担し、残り半分（50％）のうち20％を65
歳以上の人の保険料、残り30％を40歳から64歳までの人の保険料で
運営されています。（右グラフ参照）
　平成21年度の介護給付額は、総費用額約70億5,517万円でした。
主な内訳は下表のとおりです。

　◇平成22年3月末の要介護（支援）認定者数
は5,010人、うちサービス受給者は3,999人

（居宅介護サービス受給者3,013人、施設介護
サービス受給者885人、地域密着型サービス
受給者101人）でした。
　高齢化に伴い、今後も給付費の伸びが見込
まれます。介護保険制度の安定した運営、ま
た、介護が必要となったときに安心して介護
サービスが受けられるように、介護保険制度
にご理解のうえ、保険料の納付
にご協力をお願いします。
蜷問合せ　高齢介護課

介護保険
の財源

国　20％

調整交付金　
　　　5％

府　12.5％

市　12.5％

40歳から64歳まで
の人の保険料　30％

65歳以上の人の
保険料　20％

※過去3年間の利用状況を踏まえて、平成21年度から23年度の保険料を決めています

　平成23年度介護保険料本決定通知を7月中旬に送付
します。介護保険料は、所得状況や世帯状況などにより、
9段階の設定になっており、平成23年度市民税額の確
定に伴い、年間保険料を決定しました。今回送付した
本決定通知書は、決定した年間保険料から4月の仮決定

（前期分）で通知した金額を差し引いたものとなってい
ます。

●介護保険料の納入方法について
蜷特別徴収（年金天引き）の人
　原則として、年額18万円以上の年金受給者は、毎年
度4月から年6回の年金支給の際、保険料を天引きでお
支払いいただきます。
蜷普通徴収（年金天引き以外）の人
　特別徴収の対象とならない人は、市が定める納期（毎
年4月から翌年3月までの12期）に納入通知書（納付書）
や口座振替などで保険料を納めていただきます。

●保険料の納め忘れに注意
　介護保険料を長期間滞納すると、介護サービスを受
ける際に、利用料がいったん全額自己負担となる「償還
払い」となったり、さらに滞納が続くと保険給付の一時
差し止めや高額介護サービスが受けられなくなったり
する場合があります。

●介護保険料の減額および利用者負担の軽減制度
　市では、生活が困難な人の経済的負担の軽減を図る
ため、保険料の減額および介護サービス費の自己負担
分を助成する制度を実施しています。
蜷対象
　要介護者などの市民税非課税世帯で一定の収入以下
の人などです。ただし、適用については世帯の収入や
資産状況、扶養状況などに条件があります。
　また、火災などにより家財やその他の財産に著しい
損害を受けた事などによる法定減免制度もあります。
　詳しくは高齢介護課までお問い合わせください。
　
■問合せ　高齢介護課

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
入
方
法
に
つ
い
て

　
保
険
料
の
納
入
方
法
は
、
年
金
か
ら
の

天
引
き
で
納
め
て
い
た
だ
く「
特
別
徴
収
」

と
、
納
付
書
や
口
座
振
替
な
ど
で
納
め
て

い
た
だ
く「
普
通
徴
収
」の
二
通
り
に
分
か

れ
ま
す
。

　
ま
た
、
年
度
途
中
に
被
保
険
者
と
な
ら

れ
た
人
は
、
資
格
を
取
得
し
た
月
か
ら
保

険
料
が
発
生
す
る
の
で
納
付
書
を
お
送
り

し
ま
す
。

▼
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）の
人

　
原
則
と
し
て
、
年
額
18
万
円
以
上
の
年

金
受
給
者
は
、
毎
年
度
４
月
か
ら
年
６
回

の
年
金
支
給
の
際
、
保
険
料
を
年
金
か
ら

の
天
引
き
で
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
普
通
徴
収（
年
金
天
引
き
以
外
）の
人

　
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
人
は
、

市
が
定
め
る
納
期
（
毎
年
７
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
の
９
期
）
に
納
付
書
や
口
座
振

替
な
ど
で
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。

＊
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）を
口
座
振
替

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
希
望
さ

れ
る
人
は
、
医
療
支
援
課
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
に
対

す
る
不
審
電
話
な
ど
に
つ
い
て

　　
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か

ら
、
全
国
各
地
で
発
生
し
て
い
る
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
に
対
す
る
不
審
電
話

や
振
り
込
め
詐
欺
事
件
に
関
す
る
情
報
提

供
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
厚
生
労
働
省
や
市
役
所
、
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
の
職
員
が
、
保
険
料
の
還

付
や
高
額
療
養
費
の
支
給
な
ど
に
つ
い

て
、
電
話
を
通
じ
て
金
融
機
関
で
の
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
松
原
市
医
療
支
援
課

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

資
格
管
理
課
、
給
付
課

☎
06
・
４
７
９
０・２
０
２
８

総
務
企
画
課

☎
06
・
４
７
９
０・２
０
２
９

薨
06
・
４
７
９
０・２
０
３
０（
共
通
）

http://w
w

w
.kouikirengo-osaka.

jp

平
成
23
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
決
定（
本
算
定
）に
伴
い
、

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
保
険
料
額
決
定
通
知
書（
納
入
通
知
書
）を

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
が
か
わ
り
ま
す

　
８
月
か
ら
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
」
が
、
橙
色
に
変
わ
り
ま
す
。
新
し

い
被
保
険
者
証
は
７
月
末
ま
で
に
お
送
り

し
ま
す
。

　
有
効
期
限
は
平
成
24
年
７
月
31
日
ま
で

の
１
年
間
で
す
。

　
ま
た
、現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証（
青

色
）
の
有
効
期
限
は
、
平
成
23
年
７
月
31

日
ま
で
で
す
。
そ
れ
以
後
は
ご
使
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
し
い
被
保
険
者
証（
橙
色
）は

お
手
元
に
届
い
た
と
き
か
ら
ご
使
用
い
た

だ
け
ま
す
。

▼
問
合
せ　
医
療
支
援
課

８
月
１
日
か
ら

老
人
医
療
証
更
新

　
現
在
交
付
し
て
い
る「
老
人
医
療（
一
部

負
担
金
相
当
額
等
一
部
助
成
）医
療
証
」は

７
月
31
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。
引

き
続
き
対
象
と
な
る
人
に
は
、
７
月
中
に

新
し
い
医
療
証
を
送
付
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
医
療
支
援
課

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　　　　　　　☎334−1550　
高齢介護課（介護収納係）　☎337−3102　

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334−1550
医療支援課　☎337−3114
政策法務課　☎337−3128

介護保険料の本決定通知書を送付します
65歳以上の人へ、　7月中旬に

保
険
料
決
定
お
よ
び
被
保
険
者
証
の
更
新
な
ど
の
お
知
ら
せ

●掲載場所　バスの車体側面（計3台）の窓ガラス
●募集内容(1台あたり）

※広告シールは広告主が作成し、掲載、撤去なども広告主にお
いて自己の費用で実施していただきます。
●広告掲載期間
1カ月単位。なお翌年3月までの複数月にわたる掲載も可能です。
●申込み
広告掲出を希望する月の前々月の末日（土･日･祝日などにあた
るときはその前の土･日･祝日でない日）までに政策法務課へ。
◆次のような広告は掲載できません
①市における公共性、中立性および品位を損なうおそれのある
もの　②政治活動、宗教活動、意見広告および個人の宣伝に係
るもの　③公序良俗に反するおそれが
あるもの　④市長が広告として適当で
ないと認めるもの
※詳細は市ホームページをご覧くださ
い。
●問合せ　政策法務課

広告のサイズ
縦14㎝×横50㎝以下
縦70㎝×横60㎝以下

掲載料（月額）
1枠1,500円
1枠6,000円

募集枠数
3枠（1枠につき2カ所）
1枠（1枠につき2カ所）

公共施設循環バス“ぐるりん号”に
　 広告を掲載してみませんか

※イメージです
94,168円

居宅介護
サービス

訪問介護、訪問看護、訪問リハ
ビリ、通所介護、住宅改修など

老人福祉施設
老人保健施設
療養型医療施設

高額介護サービス費、特定
入所者介護サービス費など

33億8,184万円 35,734人 94,639円

277,744円

16,129円

10,858人

27,115人

30億1,574万円

4億3,733万円

施設介護
サービス

その他

74,921人70億5,517万円合　計

金　額 受給者総数
（延べ人数）

1人当たり
の給付月額 サービス内容

認知症対応型共同生活介護、
認知症対応型通所施設181,433円1,214人2億2,026万円地域密着型

サービス

（全利用者の平均月額）
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催
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講
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地
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交
流

み
ん
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の
広
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イ
ベ
ン
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ガ
イ
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情
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ひ
ろ
ば

子
育
て
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費
生
活

福
　
祉

各
種
相
談

相
　
談

そ
の
他

素
敵
に

生
き
よ
う

松原ニュース
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直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　　　☎334−1550　
上下水道総務課　☎337−3135　

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334−1550

上下水道管理課　☎337−3142　☎337−3139

公
共
下
水
道
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す　◎

広
が
る
水
洗
化
区
域

　
上
表
の
対
象
区
域
に
つ
き
ま
し
て
は
、

６
月
下
旬
か
ら
、
市
職
員
が
水
洗
化
の
手

続
き
の
方
法
や
業
者
名
簿
な
ど
を
記
載
し

た「
水
洗
化
の
し
お
り
」を
持
っ
て
戸
別
に

訪
問
し
て
い
ま
す
。

◎
３
年
以
内
に
水
洗
化
工
事
を

　
公
共
下
水
道
の
供
用
を
開
始
し
た
区
域

で
は
、
３
年
以
内
に
く
み
取
り
便
所
を
水

洗
便
所
に
改
造
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

台
所
、風
呂
な
ど
生
活
雑
排
水
や
浄
化
槽

式
水
洗
便
所
も
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る

工
事
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
�
す
で

に
供
用
を
開
始
し
た
区
域
で
�
ま
だ
下
水

道
に
接
続
し
て
い
な
い
建
物
に
つ
い
て
も

工
事
を
お
願
い
し
ま
す
�

▼
問
合
せ
　
上
下
水
道
管
理
課

下
水
道
普
及
率
は

　
上
下
水
道
部
で
は
、
施
政
方
針
で
も
あ

る「
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
」を
実
現

す
べ
く
、
安
全
で
お
い
し
い
水
の
供
給
は

も
ち
ろ
ん
、
急
速
な
汚
水
整
備
に
よ
る
生

活
環
境
の
改
善
、
雨
水
整
備
に
よ
る
浸
水

対
策
な
ど
に
力
を
注
い
で
き
ま
し
た
。　

　
し
か
し
整
備
を
進
め
る
一
方
で
、
下
水

道
事
業
に
関
し
て
は
大
変
厳
し
い
財
政
状

況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
下
水
道
は
先
行
投
資
型
の
事
業
で
す
。

下
水
道
管
や
ポ
ン
プ
場
の
建
設
に
か
か
る

多
額
の
費
用
は
、
借
入
金
で
ま
か
な
わ
れ

ま
す
。
建
設
後
、
借
入
金
の
返
済
や
施
設

維
持
管
理
の
た
め
の
費
用
が
必
要
と
な

り
、
そ
の
費
用
は
事
業
の
性
質
か
ら
自
然

現
象
で
あ
る
雨
水
の
排
除
を
行
う
「
雨
水

処
理
費
」
と
、
生
活
排
水
な
ど
の
汚
れ
た

水
を
処
理
す
る「
汚
水
処
理
費
」に
分
け
ら

れ
ま
す
。

　
そ
の
財
源
と
し
て
雨
水
の
処
理
は
広
く

市
民
の
皆
さ
ん
に
効
果
が
お
よ
ぶ
た
め
公

費（
市
税
）で
ま
か
な
い
、
汚
水
の
処
理
は

利
用
者
の
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
く
下
水
道

使
用
料
で
ま
か
な
う
こ
と
を
原
則
と
し
て

い
ま
す（
雨
水
公
費・汚
水
私
費
の
原
則
）。

　
し
か
し
、
汚
水
処
理
経
費
に
関
し
て
は

使
用
料
収
入
を
大
き
く
上
回
り
、
ま
か
な

い
き
れ
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
職
員
数
の
削
減
や
経
費
の

削
減
な
ど
経
営
の
健
全
化
に
向
け
努
力
し

て
き
ま
し
た
が
、
現
状
の
使
用
料
で
は
収

支
改
善
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
で

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
回
や
む
を
得
ず

料
金
を
見
直
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。　

　
水
道
料
金
に
関
し
ま
し
て
は
、
業
務
の

効
率
化
を
図
り
経
費
の
削
減
に
努
め
た
こ

と
に
よ
り
、
平
成
22
年
度
に
お
い
て
累
積

し
て
い
た
赤
字
額
の
解
消
を
す
る
こ
と
が

で
き
、
少
し
で
も
住
民
の
皆
さ
ん
に
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
、
料
金
の
見
直
し
を
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
上
下
水
道
総
務
課

一般家庭平均18㎥/月で

1カ月326円上がります

(水道料金・下水道使用料合
算）

よろしくお願いします
環境のためにも
下水道の接続に
ご協力お願いします！

↓風の広場

10月1日
　  から

・
７
％

　8月3日、松原市をはじめ8市の下水を対象に処理し
ている今池水みらいセンターの水処理施設の屋上を有
効活用し、ソフトボールなどのスポーツにご利用いた
だける多目的広場や、みどり豊かな園路が整備されま
した。2ヘクタールの屋上広場はどなたでもご利用い
ただけます。
　すでに利用されている『虹の広場』とともに、ぜひ一
度ご利用ください。

◇所在地　天美西7－265－1
◇駐車場　25台（内2台は身障者用）
◇利用時間帯　午前8時～午後5時（春分の日から秋　
　　　　　　　分の日の間は午後6時まで）
◇休場日　火曜日・12月29日～ 1月3日
◇問合せ　
　大阪府南部流域下水道事務所　
  ・今池管理センター（☎072－336－7655）
  ・維持管理課（☎072－438－8235）
     HP （http://www.pref.osaka.jp/nambugesui/）

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
快
適
で
衛

生
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
、

公
共
下
水
道
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

７
月
１
日
か
ら
新
た
に
左
表
の
一
部
で
供

用
開
始
を
行
い
、
す
で
に
供
用
開
始
し
て

い
る
地
域
を
含
め
、
下
水
道
普
及
率
は

88
・
７
％
と
な
り
ま
す
。
今
後
も
順
次
、

公
共
下
水
道
の
整
備
を
進
め
て
い
き
ま

す
。

阿保2･4丁目
天美我堂6丁目
天美西2丁目
天美東2丁目
上田4丁目
大堀2･3丁目
岡2丁目
小川1･5丁目

河合1丁目
北新町4･6丁目
柴垣2丁目
新堂1･5丁目
田井城4丁目
高見の里1･3･5･6丁目
立部1･3丁目

東新町1丁目
一津屋1･2･4･5丁目
別所5･7･8丁目
三宅中6丁目
三宅西3丁目
三宅東1丁目
若林1丁目

新たに供用開始される区域
　　（各区域の一部が対象）

料金例　（単位:円）

※口径13㎜用メーター使用料52円含む

水量 改定 現行 比較
0 ～ 6㎥ 744 764 △20
18㎥ 2,424 2,004 420
25㎥ 3,709 2,987 722
30㎥ 4,674 3,722 952
40㎥ 6,924 5,482 1,442
50㎥ 9,174 7,242 1,932

下水道使用料【1カ月】
平均改定率22.0％（値上げ）

水量 改定 現行 比較
0 ～ 6㎥ 745 829 △84
18㎥ 2,585 2,679 △94
25㎥ 4,082 4,254 △172
30㎥ 5,227 5,459 △232
40㎥ 8,077 8,459 △382
50㎥ 10,927 11,459 △532

水道料金【1カ月】
平均改定率△4.5％（値下げ）

水量 改定 現行 比較
0 ～ 6㎥ 1,489 1,593 △104
18㎥ 5,009 4,683 326
25㎥ 7,791 7,241 550
30㎥ 9,901 9,181 720
40㎥ 15,001 13,941 1,060
50㎥ 20,101 18,701 1,400

水道･下水道合算【1カ月】

→風の広場・
虹の広場位置図 ※請求は2カ月に一度です

に
な
り
ま
す　

88 一般家庭平均18㎥/月で
1カ月326円上がります
(水道料金・下水道使用料合算）
よろしくお願いします

一般家庭平均18㎥/月で
1カ月326円上がります
(水道料金・下水道使用料合算）
よろしくお願いします

下水道にかかるお金
雨水処理費
税金（公費）

汚水処理費
使用料（私費）

水みらいセンター
  （下水処理場）

今池水みらい緑地

風の広場

虹の広場

下水道マスコットキャラクター
　　　　　“スイスイ”

水
道
料
金
・
下
水
道
料
金
が

変
わ
り
ま
す
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直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334−1550　
環境業務課　☎332−8483　産業振興課　☎337−3112

　

不
燃
物
・
粗
大
ご
み
の
夏
期
特
別
収
集
を
実
施
し
ま
す
。
左
表
の
日
程
で
月
２
回
収
集

を
行
い
ま
す
。
分
別
の
ル
ー
ル
を
守
り
、
ご
み
の
減
量
と
リ
サ
イ
ク
ル
に
皆
さ
ん
の
よ
り

一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。　

▼
問
合
せ　
環
境
業
務
課

不
燃
物
・
粗
大
ご
み

7月
夏
期
特
別
収
集
を
実
施

　四季折々の風物や催し、
地域の人のふれあいや活気
あふれるまちの様子などを
題材とした写真コンクール
を実施します。テーマは自
由です。キラリと光る松原
市の魅力あふれる写真を、奮ってご応募ください。

●募集題材
・史跡、風物、まつり、行事、催しおよび地域の農・商・
工業に関する近作。
・四季を通じて松原市の観光資源をPRするのに適した
もの。
・ホームページや、観光パンフレット、カレンダーな
どへの掲載に適したもの。
・プライバシーや肖像権などの権利を侵害する恐れの
ないもの。
●サイズ
　四ツ切判、ワイド四ツ切判、Ａ4判
●受付期間
　9月1日㈭〜 10月31日㈪ (受付期間外は応募不可）

●応募方法
　産業振興課で配布する応募票（ホームページで印
刷可能）に必要事項を記入の上、持参もしくは郵送

（〒580−8501　松原市役所産業振興課宛）でご応募
ください（1人5点まで応募可）。
●審査
　写真家の亀村俊ニさん（日本写真家協会会員）により
入賞候補作品を絞り込み、各賞作品を選定します。
※各賞に応じ、副賞などがあります。
●展示時期および場所
　入賞作品については12月19日㈪〜 21日㈬に市役
所市民ロビーにて展示。入賞者には個別に連絡します。
●応募上の注意
・応募作品は近作・未発表のものに限りその使用権は、
主催者に帰属する。
・入賞作品はネガ、ポジ、もしくはデータを提出する。
・展示会終了後、入賞作品を除き、希望者に返却する（返
却は窓口のみ対応）。
●問合せ　
　産業振興課

「まつばら再発見！」第2回　松原市観光写真コンクール
自慢の写真お待ちしています

●天美北1〜 3丁目　●上田3〜 8丁目
●大堀2〜 4丁目　●別所1、3〜 9丁目
●三宅東3、7丁目

●阿保1〜 3丁目　●阿保5〜 7丁目
●上田1〜 2丁目　●三宅中1〜 8丁目
●三宅東1〜 2丁目　●三宅東4〜 6丁目

●天美西2〜 8丁目　●大堀1、5丁目
●小川1〜 6丁目　●北新町1〜 2丁目
●田井城1〜 6丁目
●東新町4丁目（近鉄線西）
●東新町5丁目　●若林1〜 2丁目

●天美我堂1〜 7丁目
●天美我堂朝日プラザ
●高見の里3〜 4丁目　
●東新町1〜 2丁目
●東新町アーバンコンフォート

●河合1〜 4丁目
●新堂1〜 4丁目
●高見の里1〜 2丁目

●天美西1丁目
●天美東9丁目 ●天美北4〜 8丁目

●天美東1〜 7丁目　●柴垣1〜 2丁目
●立部1〜 2丁目　●松ヶ丘2〜 3丁目

●岡1〜 6丁目　●一津屋1〜 6丁目
●別所2丁目

●天美南1〜 3丁目　●立部5丁目
●田井城ふぁみーゆ、サンシティ
●東新町3丁目　●東新町4丁目（近鉄線東）
●三宅西1〜 7丁目

●阿保4丁目　●北新町3〜 5丁目
●立部3〜 4丁目　●西大塚1〜 2丁目
●西野々 1〜 2丁目　●松ヶ丘1、4丁目
●南新町1、5丁目

第 1・第 3週 第 2・第 4週　

月
曜
日　
　

    

火
曜
日　
　

    

水
曜
日　

  

木
曜
日　
　

  

金
曜
日
　     

土
曜
日

不燃物・粗大ごみ特別収集日程

●天美南4〜 6丁目　●天美東8丁目
●岡7丁目　●河合5〜 6丁目
●北新町6丁目　●新堂5丁目
●高見の里5〜6丁目　●丹南1〜6丁目
●南新町2〜 4丁目　●南新町6丁目
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